
春光保育園　園長殿

　園児氏名 　園児氏名

　病名 　病名

　　　　月　　　　日から通院治療していましたが、症状も回復し、集団生活に支障がない

ましたので、　　　　　月　　　　　日より登園いたします。
　医療機関名

　　　年　　　月　　　日

　医師名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印またはサイン 　保護者名

登園のめやす 病名 登園のめやす

解熱後３日を経過するまで 溶連菌感染症 抗菌薬内服後24時間経過していること

発症後最低５日経過し、かつ解熱してから３日経過するまで マイコプラズマ感染症 発熱や激しい咳が治まっていること

発疹が消失するまで 手足口病 発熱・重症の口内炎がなく、普段の食事ができること

すべての発疹がかさぶたになるまで 伝染性紅斑（りんご病） 全身状態が良いこと

耳下腺の腫れが発現した後５日を経過し、かつ全身状態が良好になるま
で

感染性胃腸炎（ノロ・
ロタ・アデノウイルス等）

嘔吐・下痢の症状が治まり、普段の食事ができること

咽頭結膜熱
（プール熱）

主要症状が消えて２日を経過するまで ヘルパンギーナ 発熱・重症の口内炎がなく、普段の食事ができること

流行性角結膜
炎（はやり目）

感染の恐れがないと判断するまで ＲＳウイルス感染症 重篤な呼吸器症状が消失して、全身状態が良いこと

急性出血性
結膜炎

感染の恐れがないと判断するまで 帯状疱疹（ヘルペス） 水痘と同様

感染の恐れがないと判断するまで 突発性発疹 解熱し機嫌がよく全身状態が良いこと

特有の咳が消失するまで。または５日間の適正な抗菌性物質製剤による
治療が終了するまで とびひ 患部が乾燥またはおおえる程度のもの

結膜炎 めやに・眼球充血がなく、感染の恐れがないこと

結核

百日咳

登園許可証（医師記入）

春光保育園　園長殿

状態となりましたので、　　　　月　　　　日から登園可能と認めます。

　年　　　月　　　日

登園届（保護者記入）

　　　　　　月　　　　日　　医療機関「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」において

上記の診断を受けましたが、症状も回復し、集団生活に支障がないと医師に判断され
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麻疹（はしか）

インフルエンザ

風疹

水痘（水ぼうそう）

流行性耳下腺炎
（おたふくかぜ）
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